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・概要 
本補助金は以下の 3 メニューで市内企業の活用を促進します。 

①技術高度化・新製品開発支援  

②デジタル技術活用支援 

③再生可能エネルギー導入支援 

 

・申請方法 
電子申請で受け付けます。必要項目や詳細はホームページをご覧ください。 

① 技術高度化・新製品開発支援 h t t p s : / / w w w . c i t y . n a g a o k a . n i i g a t a . j p / s a n g y o u / c a t e 0 1 / s u b s i d y / t e c h n o l o g y . h t m l  

②デジタル技術活用支援     h t t p s : / / w w w . c i t y . n a g a o k a . n i i g a t a . j p / s a n g y o u / c a t e 0 1 / s u b s i d y / d i g i t a l . h t m l  

③再生可能エネルギー導入支援  h t t p s : / / w w w . c i t y . n a g a o k a . n i i g a t a . j p / s a n g y o u / c a t e 0 1 / s u b s i d y / r e n e w a b l e . h t m l  

 

 

 

・令和 8 年度【変更点】（補助金上限額の引上げ措置） 
 

① 技術高度化・新製品開発支援 

(１)付加価値の高い新製品または新技術の開発を行う事業 

② デジタル技術活用支援 

   (１)デジタル化による新たなビジネス転換や生産性向上等を目的とした設備・ 

システム・サービスの導入や活用を行う事業 

において、次の認定企業は補助金の上限額を引き上げることができます。 

 

【対象】 

・「ながおか革新的成長宣言（P.15）」認定企業 

・中小企業庁「100 億円宣言」認定企業（かつ ながおか革新的成長宣言の認定要件を

満たす企業） 

【引上げ額】 

・交付決定額の 1/2 以内（上限 100 万円） 

〈例〉 

交付決定額 200 万円 

→ 引上げ額 100 万円（=1/2） 

→ 上限額は 300 万円となります 

 

  ※詳細は、各メニュー担当課へお問い合わせください。 

 

 

 新製品開発やデジタル化、脱炭素化に挑戦したい 
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生産性向上や新ビジネス展開に取り組むため、デジタル化にかかる費用を支援します。 

対象者 

市内に事業所を有する中小企業者等（(１)(２)共通） 
 

対象事業及び補助金額 

 補助対象事業 補助金額 

（1） 

デジタル化による新たなビジネス転換や生

産性向上等を目的とした設備・システム・

サービスの導入や活用を行う事業 

補助対象経費１/２以内 

（２００万円上限） 

（２） 
ECサイト等のWeb販売サイトへの出店を

行う事業 

補助対象経費１/２以内 

（５０万円上限） 

 

対象経費 

謝金、費用弁償、設備等購入費、システム等購入費、設備等借上料、原材料費、外注

費、委託費、マーケティング調査費、通信運搬費、コンサルタント費、出店料、出願

手数料、消耗品費、人件費＊、旅費 

  ＊補助事業に直接従事するために新たに雇用する従業員分のみ対象 

事業期間 

   交付決定日 ～ 令和９年２月２８日（日） 
 

募集期間 

令和８年 4 月１日（水）～ 5 月２９日（金） 
 

申請の手順 

募集期間中に以下のステップで進めてください。 
 

STEP１：事前相談 

 

 

・事前相談申込書を提出 

※補助対象事業(２)は不要 

 STEP２：ヒアリング 

 

 

 

※対象事業(２)は不要 

 STEP３：申請 

 

 

・電子申請 

・必要書類を添付 

 

事業スケジュール 

 4/1～5/29  6 月                                   3 月頃 

 

 

 

 

 

問合せ 産業支援課（0258-39-2222） 

事業実施 実績報告事前相談 

申請受付 

成
果 

報
告
会

交
付
決
定 

補
助
金
額
の

確
定 

終
了

審
査 進捗確認 成果確認

→補助金支払 

補助対象期間：交付決定日～R9/2/28 まで

② デジタル技術活用支援 

対象事業(１)のみ 対象事業(１)のみ


